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5.6 電波障害 

5.6.1 工事の完了後 

(１)調査事項 

調査事項は、表5.6-1に示すとおりとします。 

表5.6-1 電波障害における調査事項 

区  分 調査事項

ア 予測した事項 橋梁構造の存在による遮蔽障害及び反射障害 

イ 予測条件の状況 計画道路の橋梁構造の位置、形状、高さ 

ウ 環境保全のための

措置の実施状況 

【予測に反映した措置】 

・本事業により、新たに電波障害が認められる場合には、「公共

施設の設置に起因するテレビジョン電波受信障害により生ず

る損害等に係る費用負担について」の基準に基づき、適切に対

処します。 

【予測に反映しなかった措置】

・テレビ電波の受信障害に関する住民からの問合せに対しては、

適切に対応します。

(２) 調査地域 

調査地域は、計画道路のうち、府中町田線（鎌倉街道）との交差部の橋梁構造周辺とし

ます。 

(３) 調査手法 

調査手法は、表 5.6-2 に示すとおりとします。 
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表5.6-2 電波障害における調査手法 

区  分 調査手法 

調査時点 

及び 

調査期間 

ア 予測した事項 計画道路の橋梁構造完成後とします。 

イ 予測条件の状況 「ア 予測した事項」と同一時点とします。 

ウ 環境保全のための

措置の実施状況 

「ア 予測した事項」と同一時点とします。 

調査地点 ア 予測した事項 計画道路のうち、府中町田線（鎌倉街道）との交差

部の橋梁構造周辺とします。 

① テレビ電波の受信状況 

橋梁構造周辺における送信所である東京スカイ

ツリー送信所(UHF８局)、東京タワー送信所(放送大

学)、TVKタワー送信所(テレビ神奈川)、及び永山中

継局からの各テレビ電波の到来方向について、図

5.6-1に示す評価書時に調査した10地点とします。 

② テレビ電波の送信状況 

地上デジタル放送（東京スカイツリー、東京タワ

ー、TVKタワー、永山中継局）及び衛星放送（ＢＳ

放送、ＣＳ放送）とします。 

イ 予測条件の状況 計画道路の橋梁構造部とします。 

ウ 環境保全のための

措置の実施状況 

計画道路のうち、府中町田線（鎌倉街道）との交差

部の橋梁構造周辺とします。 

調査方法 ア 予測した事項 テレビ電波の受信障害の調査方法は、「建造物によ

るテレビ受信障害調査要領(地上デジタル放送)地上

デジタル放送受信状況調査要領」に準拠し、現地にお

いて電波障害測定車を用いて、テレビ電波(地上デジ

タル放送)の受信画像及び受信強度の状況を調査しま

す。 

イ 予測条件の状況 関連資料の確認による方法とします。 

ウ 環境保全のための

措置の実施状況 

現地確認及び関連資料（問い合わせ状況の確認含

む）の整理による方法とします。 
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